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筑
豊
興
業
鉄
道
会
社
に
お
け
る
炭
坑
係
争
事
件

山

田

秀

鉄
道
会
社
は
路
線
布
設

に
際
し
、
誘
致
問
題
、
公
害
問
題
、
土
地
収
用
問
題
等

数
多
く
の
紛
義
を
地
域
住
民
と
の
間

に
ひ
き
お
こ
し
て
い
る
が

、

明
治

二
十

一

二

八
八
八
)
年
に
創
設
さ
れ
た
筑
豊
興
業
鉄
道
会
社
に
お
い
て
も
、
同
二
十
三

年
十
月
の
建
設
以
降
三
十
年
九
月
の
九
州
鉄
道
と
の
合
併

に
至
る
ま
で
の
七
年
間

に
、
十
四
件
に
の
ぼ
る
訴
訟
事
件
を
生
じ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
事
件
の
う
ち
、
土

地
収
用
の
際
の
地
価
評
定
を
め
ぐ

っ
て
の
問
題
と
鉄
道
布
設
の
た
め
に
も
た
ら
さ

れ
た
公
害
等

に
よ
る
布
設
中
止
及
び
損
害
補
償
要
求
問
題
が
大
半
で
あ
る
が
、
布

設
中
止
及
損
害
補
償
要
求
は
殆
ん
ど
が
炭
坑
関
係
で
あ
り
、
筑
豊
興
業
鉄
道
会
社

の
運
炭
鉄
道
と
し
て
の
特
微
を
示
し
て

い
る
。
即
ち
、
筑
豊
興
業
鉄
道
が
運
炭
の

た
め
鉱
山
借
区
内
を
走
る
こ
と
に
よ

っ
て
生
じ
る
石
炭
採
掘
不
能

に
つ
い
て
の
問

題
で
あ
る
。

こ
こ
に
掲
げ
た
史
料
の
う
ち
ω
～
⑦

ま
で
は
許
斐
鷹
介
経
営

の
二

つ
の
炭
坑
の

も
の
で
、
う
ち
②
～
⑤
は
新
手
炭
坑
に
お
け
る
、
鉄
道
布
設

に
よ
る
坑
道
陥
落
防

止
工
事

に
関
し
て
の
も
の
で
あ
る
。
ま

た
④
～
⑨
は
直
方
御
館
山
炭
坑

(直
方
本

洞
坑
と
思
わ
れ
る
)
で
の
鉄
道
布
設
工
事

(御
館
山
切
取
工
事
)

に
よ
る
採
掘
不

能
炭

に
対
す
る
補
償
要
求

の
史
料
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
予
測
し

て
結
ば
れ
た
の
が
ω

の
定
約
書
で
あ
る
。
鉄
道
と
鉱
山
と
の
関
係
は
、
二
十
三
年

九
月
公
布

の
鉱
業
条
例
に
よ
り
、
鉄
道

の
地
表
地
下
と
も
三
十
間
以
内
の
場
所

で

は
所
有
者
の
承
諾

な
し
に
試
掘

・
採
掘

と
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
同
条
例
制
定

以
前
に
認
可
さ
れ
た
鉱
区
内

で
の
鉄
道

と
鉱
山
の
関
係
は
判
然
と
し
て
お
ら
ず
、

そ
の
た
め
こ
の
定
約
書
が
定
め
ら
れ
た

こ
と
は
第
七
条

で
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ

の
既

認

可
鉱

山

に

お

け

る
鉄

道

布

設

の
問

題

が

訴

訟

事

件

に
ま

で

至

っ
た

の

が
、

史

料

00

～

⑰

の

垣

生

炭

坑

に
お

け

る

損

害

賠

償

要

求

事

件

で

あ

る

。

事

件

の

具

体

的

な
内

容

は
今

一
つ
は

っ
き

り

し

な

い

が
、

御

館

山

炭

坑

同

様

鉄

道

布

設

に

よ

る

採

掘

不

能

石

炭

に
対

す

る
補

償

が

争

点

と

な

っ
て

い

る
。

第

一
審

、

第

二
審

と
も

原
告

で
あ

る
垣

生

炭

坑

側

が
敗

訴

し

、

大

審

院

に
上
告

し

て

い
る

が

、

こ

こ

で
は
被

告

で
あ

る
筑

豊

興

業

鉄

道

側

も

、

第

二

審

に

お

け

る

判

決

理

由

を

不

服

と

し

て

い
る
。

史

料

⑰

が
判

決

文

で
あ

る

が
、

そ

の
全

文

は

『
門

司

新

報

』
に
五

回

に
亘

っ
て
掲

載

さ

れ

て

お
り

、

こ

の
事

件

が

社

会

的

な
注

目

を

集

め

て

い
た

こ
と

を

窺

わ

せ

る
。

判

決

は
上

告

、

附

帯

上

告

と

も

却

下

し
、

筑

豊

興

業

鉄

道

側

の
全

面

勝

利

-

附

帯

上

告

は
法

手

続

上

の

理
由

で
却

下

さ

れ

て

お
り

、

鉄

道

側

の
主

張

は

ほ

ぼ
認

め

ら

れ

て

い
る
ー

と

な

っ
て

い
る

。

そ

の

判

決

理

由

は
、

「
鉱

業

条

例

」

、

「
上

地

収
用

法

」

或

は

「
日
本

坑

法

」

の
法

解

釈

を

め
ぐ

っ
て

の

論

争

が
中

心

と

な

っ
て

お
り

、

そ

の
中

に

は

坑

区

権

と

土

地
所

有

権

の
関

係

に
お

い
て

土

地

所

有

権

を

鉱

業
権

の

上

位

と

認

め

る

文

言

等

興

味

ぶ

か

い
も

の

を
含

ん

で

い
る
。

鉄

道

と

鉱

山

の
関

係

で

は
、

「
鉱

業

条

例

」

第

二
十

五

条

を

楯

に
鉄

道

布

設

の

優

位

性

を

認

め

、

こ
の
問

題

に

一
応

の
決

着

を

つ
け

た
、

画

期

的

な
も

の

で

あ

っ
た

の

で

な
か

ろ

う

か
。な

お

、

こ

こ

で
使

用

し

た
史

料

の
出

典

は

以

下

の
と

お
り

で

あ

る
。

麻
生
家
文
書

「
筑
豊
鉄
道
会
社
緊
要
書
類
」
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同

「
筑
豊
鉄
道
会
社
重
役
会
決
議
録
」

「
門

司

新

報

」

史

料

の
翻

刻

に
あ

た

っ
て
読

点

、

中

点

及

び

(

)

傍

註

を

加

え

た
。

ま

た
、

変
体

仮

名

は

ふ

つ
う

の
仮

名

を

、

異

体

字

は

正

字

を

、

当

用

漢

字

の

あ

る

も

の

は

当
用

漢

字

を

そ

れ

ぞ

れ

使

用

し

た
。

な

お

、

史

料

⑰

の
判

決

文

は

「
筑

豊

鉄

道

会

社
緊

要

書

類

」

に
も

見

ら

れ

た
。

「
門

司

新

報

」

に

は
末

尾

の

裁

判

官

人

名

以

下

が
掲

載

さ

れ

て

お
ら

ず

、

こ

こ
は

「
筑

豊

鉄

道

会

社

緊

要

書

類

」

に

よ

っ
た
。

そ

の
他

の
異

同

は

〔

〕

傍
註

で
示

し

た
。

即

ち
、

「
門

司

新

報

」

に
あ

っ
て

「
筑

豊
鉄

道

緊

要
書

類

」

に

な

い
文

字

は
、

〔
x
〕

を

つ
け
、

逆

の
場

合

に
は

〔
欠

〕

と
し

た
。

D

ω

定
約
書

明
治
二
十
三
年
十

一
月
廿

一
日
筑
豊
興
業
鉄
道
会
社
長
子
爵
堀
田
正
養
代
理
幹

事
安
達
何
四
郎

ト
福
岡
県
鞍
手
郡
下
堺
村
許
斐
鷹
介
卜
鉄
道
線
路
及
石
炭
借
区

ノ
関
係

二
付
定
結

ス
ル
条
件
左
ノ
如
シ

第

一
条

一
筑
豊
興
業
鉄
道
会
社

ハ
、
其
線
路
ヲ
許
斐
鷹
介
力
石
炭
借
区
ヲ
通
過

シ
、
汽

車
駿
行

ノ
為

メ
許
斐
鷹
介
力
現

二
採

掘
の
礦
業

二
損
害

ヲ
蒙
ラ
シ
メ
タ
ル
時

ハ
、
筑
豊
興
業
鉄
道
会
社
其
責

二
任

ス
ヘ
シ

第
二
条

一
許
斐
鷹
介

ハ
、
筑
豊
興
業
鉄
道
会
社
線
路
直
下
又

ハ
近
接
地

二
於
テ
、
地
方

普
通
採
堀
法

二
反
シ
乱
堀

シ
タ
ル
為

メ
鉄
道
線
路
ヲ
陥
落

セ
シ
メ
タ
ル
時

ハ
、

筑
豊
興
業
鉄
道
会
社

二
対

シ
許
斐
鷹
介
其
責

二
任

ス
ヘ
シ

第
三
条

一
許

斐

鷹

介

ハ
、

筑

豊

興

業

鉄

道

会

社

二
於

テ

請

求

ス

ル
時

ハ
鉄

道

線

路

ノ
直

下

及

近

接

地

石

炭

採

堀

ヲ
止

ム

ヘ
シ

ト
錐

ト

モ
、

其

採

堀

セ

サ

ル
石

炭

ハ
相

当

ノ
実

利

ヲ
積

算

シ
、

筑

豊

興

業

鉄

道

会

社

ハ
許

斐

鷹

介

二
対

シ
損

害

弁

償

ノ
義

務

ア

リ

ト

ス

第

四

条

一
許

斐

鷹

介

力
石

炭

採

堀

起

業

以

前

採

堀

セ

シ
空

洞

ノ
為

メ
、

鉄

道

線

路

ノ
陥

落

ヲ

生

シ
、

鉄

道

会

社

二
如
何

ナ

ル
損

害

ヲ
及

ホ

ス

モ
、

許

斐

鷹

介

ハ
其

責

二
任

セ

サ

ル

ハ
勿

論

ナ

リ

ト

ス

第

五

条

一
天

災

地

変

又

ハ
自

然

ノ
形

勢

二
因

リ

、

地

盤

崩

壊

シ
双

方

二
損

害

ヲ
蒙

ル

コ

ト

ア

ル

時

ハ
、

各

自

負

担

ス

ル

モ

ノ
ト

ス

第

六

条

一
此

契

約

者

ノ
双
方

又

ハ

一
方

二
於

テ
、

権

利

ヲ
他

二
移

転

セ

シ

メ

タ

ル
時

ハ
、

其

相

続

者

ヲ

シ
テ

此
契

約

ヲ
遵

守

セ

シ

ム

ヘ

シ

第

七

条

一
前

条

契

約

ヲ
為

シ

タ

リ

ト
錐

ト

モ
、

此

契

約

ト
同

種

ノ
条

件
、

即

チ
既

二
許

可

ヲ
受

ケ

タ

ル
礦
山

ト
鉄

道

布

設

ノ
義

二
関

シ
、

政

府

二
於

テ
法

律

又

ハ
命

令

ヲ
以

テ

一
般

ノ
成

規

ヲ
定

メ

ラ

レ

タ

ル
時

ハ
前

条

約

定

ハ
無

⊥搬

ト

ス

右

明

治

二
十

三

年

十

一
月

二

十

一
日
福

岡

県

鞍

手

郡

直

方

町

筑

豊

興

業

鉄

道

会

社

二
於

テ

契

約

者

双

方

立

会

此

条

約

ヲ
定

結

シ
、

証

書

弐

通

ヲ
作

リ
互

二
壱

通

宛

分

有

ス

ル
者

ナ

リ

筑

豊

興

業

鉄

道

会

社

幹

事

安

達

何

四

郎

福

岡

県

鞍

手

郡

下

堺

村

許

斐

鷹

介

一鵬一



②

一
許

斐

新

手

炭

坑

陥

落

予

防

工
事

ハ
目

下

計

画

ノ
通

施
行

ス

ル

コ
ト

・
シ
、

其

後

請

求

セ

ル
煉

互

ヲ

以

施

行

云

々

ノ
件

ハ
尚

又

鉱

山

監
督

署

技

師

ノ
出

張

ヲ

乞

ヒ
、

新

入

炭

坑

松

田

技

師

、

本

社

村

上

技

師

立

会

口

口

坑

中

ヲ
実

査

シ

タ

ル
上

ニ
テ

監

督

署

技

師

ノ
差

図

ヲ

受

ク

ル

コ
ト

ニ
決

ス

(
明

治

二

十

五

年

六
月

三

十

日

重

役

会

決

議

)

⑤

一
新

手

炭

坑

陥

落

予

防

工
事

是

迄

着

手

セ

シ
方

法

順

序

二
依

リ
施

工

ス

ヘ

シ
、

尚

鑛

山

監
督

署

技

師

ノ
指

図

ア

リ

タ

ル

ト

キ

ハ
、

更

二
重

役

会

二
附

議

実

施

ス

ヘ

シ

(
明
治
二
十
五
年
七
月
十
二
日

重
役
会
決
議
)

↑9
拝
啓
仕
候
、
唯
今
相
[
]
よ
り
御
来
服

二
由
リ
新
手
炭
坑
内
予
防
工
事

二
関
ス
ル

へ署
)

監
督
書
往
復
書
類
写
し
別
紙
の
通
り
御
閲

覧
に
供

し
候
、
口
口
御
往
談
被
成
下

度
取
急
口
口
如
此
に
御
座
候
、
頓
首

九
月
廿
七
日

邨
上
古孟

午
後
七
時
半直

方

ニ
テ

麻
生
太
吉
様

新
手
炭
坑
予
防
工
事
の
義

に
付
伺

弊
社
鉄
道
線
路
直
下

二
該

ル
福
岡
県
鞍
手
郡
下
憤
村
新
手
炭
坑
坑
内
予
防

工
事
、

別
紙
図
面
及
仕
様
書
の
通
り
設
計
相
整

候

二
付
御
調
査
奉
願
候
条
、
何
分

ノ
御

指
揮
被
成
下
度
此
段
相
伺
候
也

明
治
廿
五
年
九
月
十
三
日

専
務
取
締
役

福
岡
鉱
山
監
督
署
長
殿

(図
面

ハ
騰
写
ノ
時
間
ナ
キ
故
略
ス
)

予
防
工
事
仕
様

一
線

路

中

心

ヨ
リ

モ
凡
拾

五

間

以

内

空

洞

ニ
シ
テ

危

険

ノ
慮

ア

ル
部

分

二
予

防

工
事

ヲ
実

施

ス

ル
事

一
予

防

工
事

ハ
木

積

及

空

木

積

ヲ
設

ク

ル

ニ
在

リ
、

但

木

積

用

二
適

ス

ル
捨

石

ノ
存

在

ス

ル
場

所

ニ

ハ
木

積

ヲ
施

シ
捨

石

ノ

ナ

キ
場

所

ニ

ハ
空

木

積

ヲ
設

ク

一
木

積

及

空

木

積

二
使

用

ス

ル
木

材

ハ
末

口
五

寸

以

上

長

サ
六

尺

以

上

ノ
松

丸

太

ト

ス

一
木

積

ノ
数

及

空

木

積

ノ
数

ハ
前

項

ノ
理

由

二
依

リ
予

メ
定

メ
難

シ

ト
錐

凡

其

合

計

個

数

ハ
五

尺

層

内

二
凡

百

八

十

個

、

三
尺

層

内

二
凡

七
十

五
個

ノ
見

積

ナ

レ
ト

モ
、
実

地

二
臨

メ

ハ
必

ス
之

ヨ
リ
増

減

ア

ル
ベ

シ
、

但

シ
概

子

図

二
示

セ

ル
位

置

(
位

置

モ
実

際

変

更

ス
ル

コ
ト
ア
ル
ベ
シ
)

及

個

数

ヲ

目

的

ト

シ
テ

実

施

セ

ハ
、

此

予

算

二
大

差

ア

ラ

サ

ル
ベ

シ

右

二
対

ス

ル
指

令

筑
豊

興

業

鉄

道

会

社

新

手

炭

坑

予
防

工

事

ノ
義

二
付

伺

ノ
趣

ハ
、

仕

様

書

ノ
設

計

ヲ
最

低

度

ト

シ
完

全

二
落

成

ノ

上

ハ

鑛

業

上

の
危

瞼

ナ

キ

モ

ノ
ト
認

定

ス

但

木

積

ト
木

積

ト

ノ
中

間

ハ
万

止

ム

ヲ
得

サ

ル
場

合

ヲ
除

ク

ノ
外

ハ
六

尺

ヲ
超

過

ス
ベ

カ

ラ

ス

明

治

廿

五

年

九

月

十

五

日

福
岡
監
督
署
長

…

印

此
指
令

二
対

ス
ル
問
合
書

拝
啓
、
陳
ハ新
手
炭
坑
予
防
工
事
伺

二
付
御
指
令
書
正

二
拝
承
仕
候
、
然

ル
ニ
先

二

伺
書

二
添
付

セ
シ
図
面
中
江
木
積

ノ
配
置
夫

二
記
入
仕
候
通
に
て
、
木
積
ト
木
積

ト
ノ
間
隔
殊

二
堅
固
ナ
ル
炭
積
ノ
存
在

ス
ル
近
傍
ノ
如
キ

ハ
其
距
離
凡
五
間
以
上

ノ
箇
所

モ
有
之
候
、
右

ハ
御
指
令
書
別
万
止
ム
ヲ
得
サ
ル
場
合
ト
ア
ル
ヲ
敷
術
シ
、

其
範
囲
内
ト
相
心
得
可
然
乎
、
予
メ
御
明
示
ヲ
仰

キ
度
、
此
段
御
問
合
申
上
候
也

一㈱一



廿
五
年
五
月
十
七
日

監
督
署
宛

社

名

右
問
合
書

二
対

ス
ル
回
答
書
左

ノ
如
シ

此
書

類
唯
今

主
任

は
退
社
後

に
て

～
寸
捜
索
し
得
ズ
、
不
得
止
小
生
記
憶

ノ

主
意
概
略
記
載
致
可
申
候

(邨
上
白

ス
)

炭
柱
ノ
存
在

セ
ル
者

ハ
安
全

ナ
ル
モ
ノ
ナ

シ
、
少
シ
ク
堅
窄

ナ
ル
部
分

ハ
重

二

断
層
ノ
箇
処
ナ
ル
ノ
ミ
、
万
止
ム
ヲ
得
サ

ル
場
合
ト

ハ
坑
道
狭
隙

ニ
シ
テ
実
際

施
行
シ
能

ハ
サ
ル
場
所
ヲ
指
ス
ノ
ミ
、
故

二
本
指
令
書

ノ
如
ク
木
積
ト
木
積
ノ

距
離

ハ
中
間
五
尺
ヲ
超
過
ス
ベ
カ
ラ
ズ
ロ
ロ

⑤
客
年
十
二
月
廿
三
日
付
執
達
吏

ノ
手
ヲ
経

テ
御
送
付
相
成
候
御
書
面
、即
チ
新
手

炭
坑
借
区
内
鉄
道
線
路
直
下
坑
内
予
防
工
事
相
成
度

二
付
、入
坑
之
儀
差
支
ハ
ナ

カ
ル
ベ
キ
モ
為
念
相
談

二
及
ブ
ト
ノ
御
趣
意

二
付
、
其
後
組
合
員
評
議
仕
候
処
、

貴
社

ニ
ハ
予
テ
為
取
換
約
定
モ
有
之
儀

二
付
、
該
約
定
第
三
条

二
拠
リ
、
予
防

工
事

の
為
メ
採
堀
ヲ
得
ザ
ル
坑
内
坪
数

二
含
有

ス
ル
石
炭

ノ
量
数

二
応
シ
実
利

ヲ
積
算
シ
、
其
金
額

ヲ
貴
社

ヨ
リ
直
チ

ニ
御
弁
償
相
成
リ
、
猶
又
工
事
中
採
炭

事
業

ヲ
妨
ケ
ラ
レ
候
損
実
ノ
実
費
等
併

セ
テ
御
賠
償
被
成
下
候

ハ
、
、
何
時

ニ

テ
モ
入
坑
ノ
御
相
談

二
応
ス
ル
処

一二

決
仕
候
、
此
段
御
回
答
申
上
候

廿
六
年

一
月

一
日

許

斐

鷹

介

筑
豊
興
業
鉄
道
会
社
事
務
処

小

山

改

蔵

殿

B

④

一
直
方
御
館
山
炭
坑

ノ
要
求

ハ
将
来
七
ベ
タ
炭
採
掘
高
補
償

ハ
全
ク
謝
絶

シ
、

而

シ
テ
当
時
線
路

二
当

ル
掘
割
土
中

ヨ
リ
掘
出
シ
タ
ル
石
炭
費
消

ノ
分
凡
ソ

百
万
斤

卜
仮
定

シ
、
壱
万
斤

二
付
壱
円

ノ
見
積
リ
ヲ
以
テ
補
償

ス
ヘ
キ
旨
回

答

ス

ヘ
シ
、

尤

尚

五
拾

円

ヲ
増

シ
折

合

ノ
付

ク

ヘ
キ
見

込

ナ

ル

ト
キ

ハ
百

五

拾

円

マ
テ

ヲ
支

出

シ
協

議

ヲ
為

ス

ヘ
キ

コ
ト

ト

ス

(
廿

五
年

八

月

十

四

日

重

役

会

決

議

)

⑦

一
御

館

山

許

斐

炭

坑
借

区

内

線

路

切

取

ノ

タ

メ

ニ
採

掘

セ

シ
石

炭

補

償

ハ
、

前

会

二
於

テ

金

百

五

拾

円

マ
テ

ヲ
支

出

シ
協

議

ヲ

ナ

ス

コ
ト

ニ
決

議

セ

シ

モ
、

許

斐

ヨ
リ

ノ
要

求

金

額

ハ
壱

千

円

ニ
シ
テ
到

底

協

議

シ
難

シ
ト

雛

モ
三

百
円

位

ニ
テ
調

定

ノ
見

込

ア

ル
ト

キ

ハ
其

範

囲

内

二
於

テ

熟

談

ヲ

ナ

ス

コ
ト

ト

ス

(
廿

五
年

九

月

六

日

重

役

会

決

議

)

⑧

一
御
館
山
炭
坑
風
洞
実
査
ノ
為

メ
ニ
依
頼
セ
シ
長
綱
好
勝
氏

二
金
参
拾
円
、
小

味

山

助

次

郎

へ
金

五

円

贈

与

ス

ル

コ
ト

ト

ス

(
廿

五

年

十

一
月

五

日

重

役

会

決

議

)

⑨

謹

啓

、

陳

者

御

館

山
鉄

道

直

下

及

近

接

地

小

生

借

区

内

石

炭

採

堀

ノ
義

二
付

図

面

ヲ
以

テ
御

差

支

有

無

御

問

合

二
及

置

キ
候

処

、

該

採

堀

法

ニ
テ

ハ
危

険

ノ
恐

レ

之

レ
有

二
付

、
鉱

業

条

例

第

二

十

五

条

二
拠

リ

相

談

二
応

シ
難

キ
旨

御

回

答

二
接

セ
リ
、

然

ル
処

ロ
ハ
単

二
鉱

業

条

例

二
拠

リ

採

堀

ヲ
差

止

メ

ラ

レ
候

テ

ハ
、

小

生

二
於

テ

ハ
其

ノ
為

メ
多

額

之

損

害

ヲ
醸

シ
、

実

二
言

ベ

カ

ラ

ザ

ル
困

難

二

、(陥
Y

陥

リ
候

条

、

果

シ
テ

貴

社

二
於

テ

相

差

支

有

之

ト
御

認

二
相

成

下

候

、

致

方

モ

ナ

キ
次

第

二
付

採

堀

相

止

可
申

候
、

然

ル

ト

キ

ハ
為

取

換

約

定

第

三

条

二
依

リ
、

其

採

堀

セ
ザ

ル
石

炭

ノ
実

利

ヲ
積

算

シ
、

貴

社

ヨ
リ

損

害

御

賠

償

被

成

下

候

ハ

無

論

之

事

ト
奉

存

候

、

乍

併

小

生

ハ
決

シ
テ
賠

償

ヲ

目
的

ト

シ

テ

坑

業

ヲ
企

テ

シ
者

二
無

之

候

条
、

可

成

パ

貴

社

ヨ

リ
採

堀

法

御

示

シ
被

下
、

坑

内

実

地

二
就

キ
親

シ
ク
御

協

議

ノ
上

、

是

亦

約

定

二
基

キ

地

方

普

通

採

堀

法

ヲ
以

テ

採

堀

仕

度

候

、

兎

モ
角

モ
坑

内

通

行

ヲ
便

ニ
セ
ザ

レ

ハ
実

地

御

立

会

二
差

支

候

条

、

不

日
坑

道

修

繕

二
着

手

仕

候

、

此

段
御

聞

置

被

下

度

候

前
述

ノ
如

ク
鉄

道

直

下

及

近

接

地

ノ
採

堀

ヲ
差

止

メ
ラ

レ
、

ソ

レ

ガ

為

メ
生

ズ

一瑚一



ル
小
生

ノ
損
害

ヲ
御
弁
償
被
成
候
欺
、

又

ハ
協
議
之
上
採
堀

ヲ
諾

セ
ラ
レ
候

カ

ノ
両
様
急

二
御
社
中
御
評
議
之
上
御
確

答
被
成
下
度
願
奉
候
也

直
方

炭
坑
主

許

斐

鷹

介

廿
六
年

一
月

筑
豊
興
業
鉄
道
会
社
専
務
取

締
役

小

山

改

蔵

殿

Rり

㈹

一
垣

生

炭

坑

主

ヨ
リ

請

求

ノ
該

坑

ヲ
会

社

関

係

人

エ
買

入

方

ノ
件

ハ
相

談

二
応

シ

カ

タ

キ
旨

ヲ
以

テ

確

答

ス

ル

コ
ト

二
決

ス

(
廿

五
年

六

月

三

十

日

重
役

会

決

議

)

00

一
垣

生

炭

坑

ノ
要

求

ハ
重

要

ノ
件

ニ

シ
テ

、

且

将

来

各

所

二
其

影

響

ヲ
及

ボ

ス

コ
ト

少

ナ

カ

ラ

サ

ル
ヲ
以

テ

、

該

坑

主

ニ

ハ
其

決

答

ノ
猶

予

ヲ
申

向

ケ
置

ク

ヘ
シ

(
凡

二

十

日
間

)

、

而

シ

テ
本

件

ハ
坑

業

条

例

二
依

レ

ハ
、

河

川

ノ
下

ハ
固

ヨ
リ
避

ク

ヘ
キ

モ

ノ

ナ

ル

ニ
付

、

鉄

道

布

設

ノ
為

メ

二
採

堀

ノ
妨

害

ヲ

与

フ

ル

ニ
ア

ラ

ス
、

併

シ
十

分

其

要

求

二
応

ス
可

カ

ラ

サ

ル
根

拠

ヲ
堅

ク

シ
、

法
庭

ノ
争

ヲ

ナ

ス

モ
其

謝

絶

セ

シ
理
由

ノ
明

カ

ナ

ル

コ
ト

ヲ
取

調

置

ク
為

メ

東

京

相

談

役

二
申

送

リ
、

東

京

二
於

テ

法

律

家

ノ
鑑

定

ヲ

ナ

シ
、

又

一
面

ハ

鉱

山

監

督

署

二
申

出

テ
其

意

見

ヲ
聞

キ
、

然

ル
後

応

否

ノ
決

答

ヲ

ナ

ス

ヘ
キ

コ
ト

ト

ス

(
廿

五
年

八

月

十

四

日

重
役

会

決

議

)

02

一
垣

生

炭

坑
借

区

内

ヲ
線

路

ヲ
以

テ
横

断

シ

タ

ル

ニ
付

損

害

補

償

熟

談

ノ
件

ハ
、

協

～議

二
応

シ
難

キ
ビ
日
ヲ

以

テ

謝

絶

ス

ル

コ
ト

ニ
決

ス

(
廿

五

年

九

月

六

日

重

役

会

決

議

)

03

一
垣

生

炭

坑

訴

訟
事

件

本

社

代

人

ヲ
佐

賀

市

代

言

人

法

学

士

神

崎

東

蔵

氏

二
依

頼

ス

ル

コ
ト

ト

シ
、

先

ツ
本

人

ノ
意

見

ヲ
聞

キ
、

然

ル
後

尚

樋

口
吉

造

ヘ
モ

面

談

ヲ

ナ

ス

ヘ
キ

コ
ト

ト

ス

(
廿

五

年

十

一
月

五

日

重

役

会

決

議

)

⑯

○
筑
豊
鉄
道
会
社

に
係
る
訴
訟

鞍
手
郡
直
方
町
飯
野
範
造
氏
の
代
理

に
て
福
岡
組
合
代
言
人
小
野
隆
太
郎
氏
は
、

筑
豊
興
業
鉄
道
会
社
専
務
取
締
役
小
山
改
蔵
氏
に
係
る
金
七
万
五
千
二
百
円
の

控
訴
を
、
去
二
十
日
長
崎
控
訴
院

へ
提
出
せ
り

(二
十
六
年
二
月
二
十
五
日
)

09
0
筑
豊
興
業
鉄
道
会
社

に
係
る
訴
訟

本
県
鉱
業
人
飯
野
範
造
氏
代
理
人
小
野
隆
太
郎
氏
よ
り
、
同
会
社
取
締
役
小
山

改
蔵
氏
代
理
原
嘉
道
氏

に
係

る
損
害
要
償
壱
万
五
千
円
請
求
事
件
は
、
去

一
日

小
野
氏
よ
り
大
審
院

へ
上
告

し
た
る
よ
し

(
二
十
七
年
二
月
六
日
)

00

飯

野

範

造

ヨ
リ
係

ル
垣

生

炭

坑

損

害

要

償

事

件

ハ
嚢

キ

ニ
長

崎

控

訴

院

二
於

テ

原
告

ノ
訴

ヲ
棄

却

シ

タ

ル

ニ
付

、

同

人

ハ
此

判

決

二
服

セ

ス
大

審

院

二
上

告

セ

シ
ガ

、

同

院

二
於

テ

ハ
竜

二
裁

判

所

構

成

法

第

四
十

九

条

二
拠

リ
、

廿

七

年

三

月

八

日

民

事

総

部

ノ
審

問

ヲ
開

キ
、

上
告

ヲ
棄

却

シ
、

訴

訟

費

用

ハ
上

告

者

ノ

負

担

タ

ル
ベ

キ
旨

即

日

言

渡

ア

リ

タ

リ

(
二

十

七

年

三

月

三

十

一
日

第

十

回

報

告

)

⑰

o
興
業
鉄
道

に
係
る
上
告
事
件
判
決
書

県
下
遠
賀
郡
垣
生
炭
坑

々
主
鞍
手
郡
直
方
町
飯
野
範
造
氏
よ
り
筑
豊
興
業
鉄
道

会
社
専
務
取
締
役
を
相
手
取

っ
て
出
訴
し
た
る
全
鉄
道
に
対
す
る
損
害
賠
償
訴

一脱一



訟
事
件
に
付
、
原
告
は
客
年
四
月
十
二
日
長
崎
控
訴
院

に
於
け
る
判
決
に
服
せ

ず
、
更
に
該
判
決
の
全
部
破
殿
を
大
審

院
に
上
告
し
た
る
が
、
去
る
三
月
八
日

の
全
院

に
て
右
の
上
告
を
棄
却
し
た
り
、
其
の
判
決
文
は
左
の
如
し

〔
廿
六
年
二.百
四
拾
三
号
欠
〕

判
決
正
本

上
告
人

福
岡
県
筑
前
国
直
方
町
大
字
直
方
百
八
番
地

平
民
鉱
業

飯

野

範

造

右
訴
訟
代
理
弁
護
士

小

野

隆
太
郎

飯

田

宏

作

浜

地

八

郎

高

橋

捨

六

鈴

木

充

美

被
上
告
人

福
岡
県
筑
前
国
大
字
直
方

筑
前
興
業
鉄
道
会
社
専
務
取
締
役

小

山

改

蔵

右
訴
訟
代
理
人
弁
護
士

原

嘉

道

岡

山

兼

吉

石

原

毛
登
馬

右
当
事
者
間
の
損
害
要
償
事
件

に
付
、

長
崎
控
訴
院
が
明
治
廿
六
年
四
月
十
二

日
言
渡
し
た
る
判
決

に
対
し
、
上
告
代

理
人
よ
り
全
部
破
殿
を
求
む
る
旨

の
申

立
を
な
し
、
被
上
告
代
理
人
は
上
告
棄
却
の
申
立
及
ひ
附
帯
上
告
を
な
し
、
上

告
代
理
人
は
附
帯
上
告

は
棄
却
の
申
立

を
為
し
た
り

本
件
は
審
判
上
前
判
決
例
と
相
反
す
る
意
見
あ
る
を
以
て
、
裁
判
所
構
成
法
第

四
十
九
条

に
拠
り
、
民
事
第

一
、
二
部
連
合
し
て
判
決
す
る
こ
と
左

の
如
し

判

決

本
件
の
上
告
及
附
帯
上
告
は
之
を
棄
却
す

〔他
欠
〕

附
帯
の
上
告

に
係
る
訴
訟
費
用
は
附
帯
上
告
人
之
を
負
担
し
、
其

の
上
告
費
用

は
上
告
人
之
を
負
担
す

へ
し

理

由

上
告

の
論
旨
は
、
要
す
る
に
其
第

一
点
は
鉱
業
条
例
第
二
十
五
条
に

(鉄
道
云

々
及
建
物
よ
り
地
表
地
下
と
も
其
周
囲
三
拾
間
以
内

の
場
所
に
於
て
は
所
轄
官

廳
若
く
は
所
有
者

の
承
諾
を
経
る
に
非
れ
ば
試
堀
又
は
採
堀
を
為
す
を
得
す
、

但
危
害
の
虞

な
き
も
の
は
其
承
諾
を
拒
む
を
得
す
)
と
あ
り
、
又
旧
日
本
坑
法

第
十
七
款

に

(試
堀
開
坑
或
は
通
洞
を
企
つ
る
に
は
舎
屋

・
鉄
道

.
河
流
及
道

路
の
如
き
其
害
を
受
く

へ
き
場
所
は
度
を
計
て
之
を
避
け
、
殊
に
城
壁
は
七
拾

間
以
内

の
地
を
避
く

へ
し
)
と
あ
り
て
、
新
旧
法
律
其
辞
を
異
に
せ
る
も
其
意

を
同
し
く
せ
り
、
而
し
て
該
条
例
は
鉄
道

・
建
物
等
に
後
れ
て
坑
区
権
を
得
、

其
場
所
を
採
堀
せ
ん
と
す
る
も
の
に
対
し
規
定
し
た
る
も
の
に
し
て
、
鉄
道
建

物
等

の
未
た
形
成
せ
さ
る
以
前

に
於

て
已
に
坑
区
権
を
得
採
堀
に
着
手
せ
ん
も

の
に
在

て
は
、
所
轄
官
庁
又
は
所
有
者

に
対
し
求
諾
の
義
務

な
き
こ
と
旧
日
本

坑
法

に

(
云
々
企

つ
る
)
と
あ
る
其
企
の
字
の
意
味

に
徴
し
て
明
瞭

な
り
、
然

る
に
原
判
決
は
其
段

に
於
て

(
云
々
控
訴
人

「
上
告
人
」
か
炭
坑
借
区
の
許
可

を
得

て

一
の
私
権
利
を
成
立
し
た
る
上
は
、
被
控
訴
会
社

「
被
上
告
人
」
の
設

計
と
し
て
鉄
道
敷
置

の
為
め
に
損
害
を
蒙
ら
し
め
た
る
こ
と
あ
る
に
於
て
は
、

之
に
対
し
賠
償
の
責

に
任
す

へ
き
は
当
然
の
義
務
な
り
と
す
)
と
、
即
ち
被
上

告
人
に
賠
償
の
責
任
あ
る
こ
と
を
論
定
し
置
き
な
か
ら
、
其
後
段

に
於
て

(
云

々
之
を
再
説
す
れ
は
控
訴
人
か
其
左
右
三
拾
間

の
採
炭
を
為
す
を
得
す
と
の
申

立
は
鉱
業
条
例
第
二
十
五
条
に
依
り
た
る
も
の
と
認
む

へ
き
も
、
該
条

に
は
云

々

「前
に
掲
載
し
あ
る
を
以
て
略
す
」
と
あ
り
て
、
絶
対
的
鉱
物

の
採
堀
を
禁

し
た
る
に
非
る
か
故

に
、
控
訴
人
か
損
害

の
如
何
は
被
控
訴
会
社

に
対
し
採
堀

の
距
離

・
危
害
の
右
無
等
詳
細
之
を
協
議
し
、
然
る
後

に
あ
ら
さ
れ
は
損
害
の
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高
を
確
む
る
を
得
さ
る
に
よ
り
、
之
か
手
順
を
な
し
た
る
上
に
あ
ら
さ
れ
ば
賠

償
を
要
求
す
る
の
場
合
に
至
ら
ざ
る
や
論
を
侯
た
さ
る
な
り
)
と
、
已
に
坑
区

権
を
得
た
る
上
告
人
か
、
後
に
鉄
道
敷
設
を
計
画
せ
る
被
上
告
会
社

二
対
し
、

猶
ほ
求
諾

の
義
務
あ
る
も
の
Σ
如
く
断
定
し
た
る
は
、
鉱
業
条
例
第
二
十
五
条

を
誤
用
し
法
律
の
適
用
を
誤
り
た
る
も

の
な
り
、
且
元
来
上
告
人
は
鉱
業
条
例

第
二
十
五
条
に
拠
り
損

害
要
償
の
訴
訟
を
為
し
た
る
に
あ
ら
さ
る
を
以
て
、
若

し
損
害

の
事
実

に
し
て
三
拾
間
以
上
を
採
堀
し
得
さ
る
場
合
に
於

て
は
之
に
対

す
る
損
害
賠
償
を
請
求
す

へ
し
、
然
る

に
原
裁
判
所
は
偶
々
其
損
害
の
事
実
三

拾
間
な
り
し
か
為
め
に
該
条
例

に
拠
り
請
求
し
た
る
も

の
と
な
し
、
該
条
を
適

用
し
た
る
は
迷
誤
も
亦
太
甚
し
」
其
第

二
点

は
仮
り

に
原
判
決
は
適
用
を
誤
ら

さ
る
も
の
と
す
る
も
、
必
要
の
点

に
対

し
判
断
を
与

へ
さ
る
不
当

の
裁
判
な
り
、

抑
現
実

の
損
害
あ
る
場
合
即
ち
石
炭
を
採
堀
す
る
能
は
さ
る
場
合

に
於
て
は
、

仮
令
被
上
告
人
よ
り
進
ん
て
採
堀
の
承
諾
を
与

ふ
る
も
、
上
告
人
は
拒
ん
て
賠

償
を
要
求
す
る
こ
と
を
得

へ
し
、
何
と

な
れ
は
己
れ
承
諾
し
た
り
と
の

一
事
に

よ
り
、
他
人
の
意
に
反
し
其
既
得
権
を
害
し
且
損
害
賠
償
の
責
を
免
る
X
を
得

さ
る
は
観
見
き
条
理
な
れ
は
な
り
、
故

に
本
件

の
如
く
損
害
あ
り
と
主
張
す
る

場
合

に
は
、
承
諾
を
求
む
る
の
手
順
を
尽
し
た
り
や
否
や
を
審
究
せ
ん
よ
り
は
、

先

つ
採
堀
す
る
能
は
さ
る
に
至
ら
し
め
た
る
や
否
や
を
判
断
す
る
を
必
要
と
す
、

而
し
て
上
告
人
は
原
裁
判
所
に
於
て
、
被
上
告
会
社
の
鉄
道
か
坑
区
を
横
断
し

た
る
為
め
損
害
を
蒙
り
し
事
実
を
陳
述

し
、
甲
第

一
号
乃
至
第
七
号
証
を
以
て

〔
罫

せ

し

も

の

な

れ

は

・

之

に
対

し

て

判
断

を

与

ふ

へ
き

も

の

な
る

に
・

原
裁

判
所

は
之
を
不
問

に
付
し
、
却
て
不
必
要

な
る
求
諾
有
無
の
点
を
判
断
し
、
以

て
上
告
人
の
請
求
を
付
け
た
る
は
不
法

な
り
」
其
第
三
点

は
上
告
人
か
本
件
の

坑
区
権
を
得
て
事
業
に
着
手
し
た
る
は
明
治
廿
二
年
十
月
七
日
な
る
を
以
て
、

「
利
義
欠
〕

其
坑
業

に
於

け

る
上
告

人
の
,権

務

は
明
治

六
年
太
政

官
第

二
百
五
十
号

布
告

日
本
坑

法

の
規
定

に
従

ふ

へ
き
も

の
に
し
て
、
明
治
廿
五
年
六
月

一

日
よ
り
施
行
せ
ら
れ
た
る
鉱
業
条
例
の
支
配
を
受
く

へ
き
も
の
に
あ
ら
す
、
然

る
に
原
裁
判
所
は
鉱
業
条
例
を
本
件
に
適
用
し
た
る
は
即
ち
法
律
不
遡
及
の
原

則

に
背
反
す
る
も
の
な
り
、
而
し
て
該
法
の
企
の
文
字
は
或
る
事
柄
を
企
図
す

る
の
意
義
な
り
と
解
す
る
を
以

て
普
通
の
解
釈
と
す
る
を
以
て
、
該
法
文
の
旨

趣

は
坑
業
を
為
さ
ん
と
企
図
す
る
場
合
、
即
ち
試
堀
開
坑
等
を
出
願
し
て
其
許

可
を
得
た
る
と
き
に
、
其
坑
区
内

に
舎
屋

・
鉄
道
等
の
既
設
し
あ
る
に
於
て
は

度
を
計
り
之
を
避
く

へ
し
と
云
ふ
に
在
り
て
、
坑
区
権
取
得
以
後
新
た
に
設
置

す
る
舎
屋

・
鉄
道
ま
て
包
含
せ
る
も
の
に
あ
ら
す
、
尤
坑
区
権
取
得
以
後
に
於

て
も
、
或
る
事
情

に
よ
り
既

に
設
置
せ
ら
れ
た
る
鉄
道
有
之
以
上
は
、
其
危
害

を
避
け
す
採
堀
の
進
行
を
為
す
可
か
ら
さ
る
は
条
理
と
当
然
な
れ
と
も
、
其
之

を
避
け
さ
る
を
得
さ
る
に
至
ら
し
め
た
る
事
か
、
後

に
手
を
下
し
た
る

一
方
の

所
為
に
原
因
し
果
し
て
損
害
あ
る
と
き
は
、
其
者

に
於
て
之
か
補
償
の
責
任
を

辞
す
る
こ
と
得
さ
る
も
亦
当
然

の
筋
合
な
り
と
は
、
御
院
明
治
廿
六
年
六
月
三

十
日
第
百
十
二
号
の
判
決
に
於

て
明
示
せ
ら
る
Σ
所
な
り
と
云
ふ
に
在
り

依
テ
之
を
案
す
る
に
、
上
告
第

一
点

に
於
て
原
裁
判
は
法
律

の
適
用
を
誤
り
た

る
も
の
に
あ
ら
す
、
何
と
な
れ
は
鉱
業
条
例
第
九
章
の
附
則

に
於
て
此
条
例
実

施
以
前
許
可
を
得
た
る
試
堀
人
又
は
借
区
人
に
対
す
る
例
外
則
を
掲
け
た
る
に

依
れ
は
、
此
例
外
則
を
除
く
の
外
鉱
業
人
の
権
利

の
成
立
か
日
本
坑
法

の
時
代

に
あ
り
し
と
若
く
は
遠
く
其
以
前

に
あ
り
し
と

に
論
な
く
、
鉱
業
条
例
実
施
の

後
は
均
し
く
之
れ
を
遵
奉
す

へ
き
も
の
な
り
と
解
釈

せ
さ
る
可
か
ら
す
、
而
し

て
此
条
例
を
遵
奉
す
る
と
き
は
、
屋
舎

・
鉄
道
等

の
形
成
と
試
堀
出
願
と
の
前

後
に
区
別

な
く
、
現

に
是
等

の
も
の
X
形
成
し
あ
る
場
所
に
於

て
は
同
条
例
第

二
十
五
条

の
手
続
を
経
さ
れ
ば
試
堀
又
は
採
堀
を
為
し
得
さ
る
の
制
限
あ
り
、

此
制
限
た
る
や
同
条
中
明
文
を
以
て
指
示
せ
ら
る
Σ
所

な
る
か
故
に
、
此
に
論

難
す
る
同
条
例
第
二
十
五
条

は

一
般
の
試
堀
又
は
採
堀
権
其

モ
ノ
ニ
対
し
法
律

上
の
制
限
を
示
し
た
る
規
定
に
し
て
、
総
て
の
鉱
業
人
は
皆
之
に
よ

っ
て
試
堀

又
は
採
堀
を
為
す

へ
き
も
の
な
れ
は
な
り
、
然
れ
は
上
告
人

に
事
実
損
害
あ
り

と
す
る
も
、
右
の
制
限
内

に
於
る
損
害

は
法
律
の
結
果
よ
り
生
す
る
処
の
も
の
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に
し
て
、
被
上
告
会
社
に
対
し
責
任
を
負
は
し
む

へ
き
も

の
に
非
ず
、
随
て
原

裁
判
所
か
同
条
例
第
二
十
五
条
を
引
用
し
た
る
点

に
付
て
は
暫
く
上
告
人
所
論

の
如
く
迷
誤
に
因
る
も

の
と
す
る
も
、

到
底
上
告
人
は
同
条
の
制
限
を
烙
守
し

て
運
行
す

へ
き
も
の
な
る
を
以
て
、
其

迷
誤
は
上
告
人
の
権
利

に
何
ら
の
影
響

も
生
す
る
筋

な
し
、
故

に
上
告
人
は
此
点
に
対
し
て
も
亦
非
難
を
試
む
る
こ
と

得
す
、
要
す
る
に
上
告
人
は
鉱
業
条
例

を
遵
奉
し
て
土
地
所
有
者
に
向
ひ
承
諾

を
求
む

へ
き
地
位
に
在
る
者
な
れ
は
、

此
他
上
告
人
か
原
裁
判
に
対
し
喋

々
す

る
求
諾
云
々
は
是
れ
皆
鉱
業
条
例
を
誤
解
し
た
る
論
告

に
過
き
さ
る
も

の
と
す
L

其
第
二
点
に
於
て
も
原
裁
判

は
必
要
の
点

に
判
決
を
与

へ
さ
る
も
の
に
非
す
、

何
と
な
れ
は
上
来
弁
明
す
る
如
く
、
仮
令
上
告
人
は
被
上
告
会
社
か
鉄
道
布
設

の
為
め
其
石
炭
を
採
堀
す
る
能

は
さ
る
も
、
這
は
法
律
上
の
結
果

に
属
し
、
被

上
告
会
社
に
対
し
苦
情
を
述
る
こ
と
を
得
さ
る
而
己

な
ら
す
、
姑
く
上
告
人
に

於
て
其
損
害
を
法
律
上
の
結
果
以
外
に
生
し
た
る
も
の
と
思
惟
す
る
も
、
既
に

鉱

業
条
例
第
二
十
五
条
但
書
の
場
合

に
於

て
、
危
険
の
虞
な
く
し
て
承
諾
を
拒

み
た
る
と
き
は
全
条
例
三
十
五
条
に
依

り
所
轄
鉱
山
監
督
署
長
の
判
定
を
請
求

し
得
る
旨

の
規
定
あ
り
、
是
に
由
て
之
を
観
れ
は
、
総
て
の
時
態
に
於

て
危
険

の
有
無
と
採
堀
す
る
こ
と
能

は
さ
る
場

所
の
境
域
と
を
判
別
す
る
は
右
監
督
署

長
の
権
内

に
属
し
、
司
法
裁
判
権

の
立
入
る

へ
き
も
の
に
非
す
、
然
る
に
上
告

人
の
請
求
は
此
順
序
を
経
た
る
も
の
に
非
る
を
以
て
、
原
裁
判
所
は
上
告
老
の

請
求
を
容
れ
さ
る
も
の
な
り
、
故
に
原
裁
判
所
は
必
要
の
点

に
判
決
を
与

へ
さ

る
の
暇
理
あ
り
と
云
ふ
こ
と
を
得
さ
る
も
の
と
す
」
又
其
第
三
点

に
於
て
も
原

裁
判
所

は
法
則
を
不
当

に
適
用
し
た
る
も
の
に
非
す
、
何
と
な
れ
は
第

一
に
説

示
す
る
如
く
、
上
告
人
は
鉱
業
条
例
の
支
配
を
受
く

へ
き
者
な
る
を
以
て
、
殊

更

に
日
本
坑
法
第
十
七
款
の

(企
ッ
ル
)
と
云
ふ
文
字
の
解
釈

に
就

て
弁
明
を

与

ふ
る
必
要
な
き
も
の
と
す
、
要
す
る
に
右
条
例
の
現
定
に
基
く
と
き
は
凸
鉱

業
借
区
権
な
る
者
は
或
る
坑
区
内
に
於

て
其
地
下
に
在
る
或
る
鉱
物
を
採
堀
す

る
に
止
ま
り
、
其
土
地
の
所
有
権
を
害

せ
さ
る
限
度
内
に
於
て
行
使
す
る
を
得

る
も
の
に
し
て
、
借
区
許
可
の
早
晩
を
以
て
所
有
者

の
権
利
を
争

ふ
こ
と
を
得

〔
理
欠
〕

さ
る
も
の
と
す
、
而
し
て
上
告
人
の
引
証
す
る
判
決
例
に
循
は
さ
る
由
は
上
文

の
弁
明
に
よ
り
会
得
す

へ
し

附
帯
上
告
第

「
点
は
、
凡
そ
判
決
と
は
其
判
決
主
文
を
称
す
る
も
の
に
し
て
、

主
文

に
対
す
る
理
由
の
如
き
は
、
其
主
文

に
対
し
不
服
を
申
立
て
す
、
理
由
夫

れ
而
己
を
取
消
す

へ
き
上
訴
手
続
き
あ
る
こ
と
な
し
、
然
る
に
原
裁
判
は
第

一

審
の
判
決
と
其
結
果
を
全
く
し
、
原
告
の
請
求
を
排
斥

せ
ら
れ
た
る
に
係
は
ら

す
、
其
説
明
の
理
由
に
不
当
な
る
点
あ
り
と
云
ふ
を
以
て
、
第

一
審
裁
判
全
部

廃
棄
す
る
こ
と
を
判
決
主
文
に
掲
け
た
る
は
法
律
違
背
の
裁
判
な
り
、
依

て
原

判
決
主
文
中

「明
治
廿
五
年
十
二
月
廿
八
日
福
岡
地
方
裁
判
所
小
倉
支
部
か
与

へ
た
る
判
決
は
其
当
を
得
さ
る
を
以
て
之
を
廃
棄
す
」
と
の
四
拾
五
字
の
破
毅

を
請

ふ
と
云
ふ
に
在
れ
と
も
、
此
請
求
は
正
当

の
理
由
な
き
も

の
と
す
、
何
と

な
れ
は
原
判
決
主
文
中
附
帯
上
告
人
か
破
殿
を
求
む
る
文
字
は
当
時
者

に
対
し

何
等
の
効
果
も
之
を
生
ず

る
者
に
非
す
、
殊
に
其
末
文
に
於
て
控
訴
人
か
請
求

相
立
す
」
と
明
記
し
あ
れ
は
、
原
裁
判
は
附
帯
上
告
人
の
勝
訴

に
帰

し
、
附
帯

上
告
人
は
原
裁
判
の
為
め
十
分
な
る
利
益
を
受
る
も
の
と
す
・
轍

貯

の
如
く

十
分
な
る
利
益
を
享
け
仮
初
め
に
も
不
利
益

の
事
な
き
以
上
は
、
附
帯
上
告
人

の
権
利
と
し
て
上
告

の
訴
権
を
生
せ
さ
る
筋
な
る
を
以
て
、
随
て
此
附
帯
上
告

は
之
を
排
斥
す

へ
き
者
と
す

附
帯
上
告
第
二
点

は
、
原
判
決

に
日
く

「土
地
収
用
法
第
廿
三
条
の
関
係
人
は

借
地
人

・
借
家
人

・
小
作
人
而
己
を
云
ひ
た
る
に
非
す
し
て
、
筍
も
其
土
地

に

特
別
の
関
係
あ
る
も
の
は
総
て
之
を
包
括
し
た
る
も
の
な
れ
ば
、
本
案
事
実
の

如
く
控
訴
人
か
炭
坑
借
区
の
許
可
を
得
て

一
の
私
権
を
成
立
し
た
る
上
は
、
被

控
訴
会
社
の
設
計
と
し
て
鉄
道
布
設
の
為
め
に
損
害
を
蒙
ら
し
め
た
る
こ
と
あ

る
に
於
て
、
之
に
対
し
賠
償
の
責
に
任
す
可
き
は
当
然

の
義
務

な
り
」
と
説
明

せ
ら
れ
た
れ
と
も
、
蓋
し
此
理
由
た
る
法
律
違
背
た
る
を
免
れ
さ
る
可
し
、
何

と
な
れ
バ
上
告
人
か
有
す
る
採
堀
権
は
特
別
法

に
拠
り
政
府

の
与

へ
ら
れ
た
る

一螂一



特
権
を
し
て
、
土
地
所
有
鱈

何
等
の
関
係
を
有
せ
丈

之
を
土
叢

用
法
第

廿
三
条
に
所
謂
関
係
人
に
包
括
せ
し
め
た
る
原
判
決
理
由
は
不
当

な
る
而
己
な

〔
ト
欠
〕

ら
す
、
良
し
又
之
を
関
係
人
な
り
と
す
る
も
、
凡
そ
鉄
道
の
周
園
三
拾
間
は
鉱

業
者
か
鉄
道
所
有
者
の
承
諾
を
経
る
に
非
さ
れ
は
採
堀
す
る
を
得
す
と
云

へ
る

鉱
業
条
例
の
規
定

は
、
常
に

一
般

に
坑
区
権

に
施
す
可
き
法
律
上
の
制
限
な
る

を
以
て
、
此
規
定

に
由
り
上
告
人
か
採
堀
す
る
を
得
さ
る
部
分
を
生
ず
る

と

あ
り
と
仮
定
す
る
も
、
這
は
鉱
業
条
例

に
拠
り
上
告
人
か
得
た
る
借

区
特
権
其

れ
自

身
口
存
口
法
律
の
制
限
に
し
て
、
之
れ
を
以
て
被
上
告
会
社
の
非
行

に
基

つ
く
損
害
と

云
ふ
可
か
ら
す
、
従

っ
て
之
を
賠
償
す
る
の
法
理
を
生
す

へ
き
筋

な
き
に
、
原
裁
判
か
之
れ
に
背
反
し
た
る
説
明
を
な
し
た
る
は
不
法

な
り
と
云

ふ
に
在
り
、
依

て
察
す
る
に
原
院

は
上
告
人
所
論
の
如
く
土
地
収
用
法
第
二
十

三
条
に

(
云

々
其
土
地
に
対
し
特
別
の
関
係
を
有
す
る
も
の
あ
る
場
合

に
於
て

は
)
と
あ
る
其
関
係

の
文
字
中
に
は
、

其
地
下

に
在
る
鉱
物
採
堀
の
こ
と
を
も

包
括
す
る
も
の
と
解
釈
し
、
之
れ
に
基

き
原
判
決
上
被
上
告
人
に
損
害
賠
償
の

責
任
あ
り
と
説
明
す
る
も
、
右

(其
土
地
に
対
し
特
別
に
関
係
を
有
す
る
も
の
)

と
は
其
土
地

の
地
上

に

関
係
を
有
す
る
も
の
の
謂

に
し
て
、
地
下

に
在
る
鉱

物
採
堀
の
如

き
は
之
に
包
括
す
る
も
の

に
あ
ら
す
、
故

に
土
地
収
用
法

に
依
る

も
、
其
起
業
者

に
於
て
坑
区
に
係
る
土
地
を
収
用
若
く
は
使
用
す
る
為
め
鉱
業

者
に
補
償
の

責

な
き
こ
と
明
確
な
り
と
す
、
左
す
れ
は
此
点

の
原
判
決
理
由
は

土
地
収
用
法

の
誤
解

に
属
し
、
其
適
用
を
誤
れ
る
も
の
に
し
て
不
法
た
る
を
免

れ
す
と
錐
と
も
、
其
主
文
に
於
て
上
告

人
の
請
求
の
排
斥
し
た
る
は
相
当

な
る

を
以
て
、
本

件
上
告

は
民
事
訴
訟
法
第

四
百
五
拾
二
条
、
同
第
四
百
九
拾
三
条

に
依
り
、
本
案
上
告
及
ヒ
附
帯
上
告
は
之
を
棄
却
す

へ
き
も
の
と
す

大
審
院
連
合
民
事
部

裁
判
長
判
事

三

好

退

蔵

判
事

中

村

元

嘉

判
事

栗

塚

省

吾

明
治
廿
七
年
三
月
八
日

(
判

)

判
事

判
事

判
事

判
事

判
事

判
事

判
事

判
事

判
事

判
事

本

尾

敬
三
郎

寺

島

直

増

戸

武

平

岡

村

為

蔵

長
谷
川

喬

井

上

正

一

本

多

康

直

高

本

豊

三

芹

沢

政

温

西

川

鉄
次
郎

事
荒
木
博
臣
及
ヒ
判
事
児
玉
淳

一
郎

ハ
病
気

二
付
署
名

セ
ス

口
口
本

二
依
リ
此
正
本
ヲ
作

ル
モ
ノ
ナ
リ

明
治
廿
七
年
四
月
八
日

三

好

退

蔵

付

記

こ

の
史

料

紹

介

に
あ

た

っ

て
、

麻

生

セ

メ

ン

ト
株

式

会

社

社

史

資

料

室

(
麻

生

家

文

書

)

、

北

九

州

市

立

中

央

図

書

館

(
門

司

新

報

)

の

お

世

話

に

な

っ
た
。

記

し

て
感

謝

の
意

を
表

し
ま

す
。
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